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３６協定締結のポイント 

 

 

 

 

１． 締結事項 

（１）時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由 

（２）対象労働者の業務の種類(時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること) 

（３）対象労働者の人数（協定締結時の人数） 

（４）１日についての延長時間のほか、１日を超え３か月以内の期間及び１年についての延長時間※１ 

（５）休日労働を行う日とその始業・終業時刻 

（６）有効期間（通常１年）※労使とも協定内容に異議がない場合、自動更新することができます。 

※１ 基準による限度時間（工作物の建設等の事業など一定の事業は適用が除外されています。） 

通常の場合 １年単位変形の場合 育児・介護法対象者の場合 

期間 限度時間 限度時間 期間 限度時間 

１週間 １５時間 １４時間   

２週間 ２７時間 ２５時間   

４週間 ４３時間 ４０時間   

1か月 ４５時間 ４２時間 1か月 ２４時間 

２か月 ８１時間 ７５時間   

３か月 １２０時間 １１０時間   

１年間 ３６０時間 ３２０時間 １年間 １５０時間 

        １日については、規制が無いので最大１６時間まで可能 

２．協定単位 

事業場単位で締結する。（１つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、原則としてその工

場・支店などがそれぞれ１つの事業場にあたる。） 

３．届出 

届出が効力発生の要件となる（受理日以後に効力が発生するので、遡及することはできません）。 

４．特別条項付き３６協定 

限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、例外として

限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができます。※２ 

あらかじめ、３６協定書で次の事項を協定することが要件とされています。 

①一定期間についての延長時間として原則的なものを協定に定めていること 

②限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情を具体的に定めていること 

③労使が取る手続きを協議、通告、その他具体的に定めていること 

④限度時間を超える一定の期間を定めること 

※２ 厚労省の基準（H15.10.22基発 1032003号）が設けられ、【「特別の事情」は「臨時的なものに

限る」こと】が明確にされ、平成１６年４月１日から適用されている。 

イ. 「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、

全体として１年の半分を超えないことが見込まれるものを指すこと。また、「特別の事情」につい

てできる限り詳細に協定を行い、届け出ること。従って、具体的な理由を挙げずに、「業務の都合

上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等、恒常的な長時間労働を招く恐れがあ

るもの等については、「臨時的なもの」とは認めらない。 

ロ． 「特別の事情」は、「臨時的なものに限る」ことを徹底する趣旨から、特別条項付き３６協定

には、１日を超え３箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間（３６協定で定める労働時

間の延長の限度）を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するもの

とし、この回数については、特定の労働者について特別条項付き３６協定の適用が１年のうち半分

を超えないものとすること。  
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